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第

八

十

六

号

議

案

 

 
 

  
 

 
江

戸

川

区

立

公

園

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

   

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

 

   
 

令

和

六

年

十

一

月

二

十

二

日
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提

出

者
 

 

江

戸

川

区

長

 

斉

 
 

藤

 
 

 
 

猛
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江

戸

川

区

立

公

園

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

江

戸

川

区

立

公

園

条

例

（

昭

和

三

十

二

年

十

二

月

江

戸

川

区

条

例

第

十

六

号

）

の

一

部

を

次

 
の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

第

一

条

中

「

江

戸

川

区

立

の

都

市

公

園

」

を

「

公

園

」

に

、

「

江

戸

川

区

が

」

を

「

江

戸

川

区

（

以

下

「

区

」

と

い

う

。

）

が

」

に

改

め

る

。

 

 

第

二

条

第

二

項

中

「

及

び

変

更

」

を

「

、

変

更

」

に

改

め

る

。

 

 

第

二

条

の

二

中

「

定

め

る

」

の

下

に

「

基

準

の

う

ち

、

」

を

加

え

る

。

 

 

第

二

条

の

二

の

四

第

一

項

第

一

号

中

「

及

び

備

蓄

倉

庫

」

を

「

、

備

蓄

倉

庫

」

に

改

め

、

同

項

第

二

号

中

「

指

定

又

は

」

を

「

指

定

さ

れ

、

又

は

」

に

、

「

、

地

域

に

お

け

る

歴

史

的

風

致

の

維

持

及

び

向

上

に

関

す

る

法

律

」

を

「

及

び

地

域

に

お

け

る

歴

史

的

風

致

の

維

持

及

び

向

上

に

関

す

る

法

律

」

に

改

め

、

同

項

第

三

号

中

「

そ

の

他

」

を

「

そ

の

他

の

」

に

改

め

る

。

 

第

二

条

の

三

第

一

号

 

及

び

第

二

号

㈦

中

「

前

各

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

」

を

「

そ

の

他

」

に

改

め

、

同

条

第

三

号

㈣

中

「

前

三

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

」

を

「

そ

の

他

」

に

改

め

る

。

 

第

二

条

の

四

第

一

項

中

「

設

置

」

を

「

設

置

し

、

」

に

改

め

る

。

 

第

二

条

の

五

中

「

休

止

」

を

「

休

止

し

、

」

に

改

め

る

。

 

第

三

条

第

二

号

中

「

以

下

」

の

下

に

「

こ

の

条

か

ら

第

五

条

ま

で

、

第

十

三

条

の

三

及

び

第

 

十

三

条

の

四

に

お

い

て

」

を

加

え

る

。

 

第

四

条

各

号

列

記

以

外

の

部

分

中

「

占

用

物

件

」

を

「

、

同

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

許

可

( ) 

 

十
一 
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を

受

け

た

物

件

（

以

下

「

占

用

物

件

」

と

い

う

。

）

」

に

改

め

る

。

 

第

六

条

の

二

第

二

項

中

「

前

項

に

規

定

す

る

」

を

削

る

。

 
第

六

条

の

三

中

「

前

条

に

規

定

す

る

」

を

削

る

。

 

第

六

条

の

四

第

一

項

中

「

第

六

条

の

二

に

規

定

す

る

」

を

削

り

、

同

条

第

二

項

中

「

前

項

の

を

削

る

。

 

第

七

条

第

八

号

中

「

、

又

は

物

件

」

を

「

又

は

物

件

」

に

改

め

る

。

 

第

八

条

の

四

第

四

号

中

「

前

三

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

」

を

「

そ

の

他

」

に

改

め

る

。

 

第

八

条

の

八

中

「

第

二

十

七

条

第

六

項

」

の

下

に

「

（

法

第

三

十

三

条

第

四

項

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

」

を

加

え

、

「

そ

の

工

作

物

等

」

を

「

当

該

工

作

物

等

」

に

改

め

る

。

 

第

九

条

中

「

第

五

条

」

を

「

第

五

条

第

一

項

」

に

改

め

る

。

 

第

十

条

第

一

項

中

「

は

じ

め

」

を

「

初

め

」

に

改

め

る

。

 

第

十

三

条

各

号

列

記

以

外

の

部

分

中

「

も

の

」

を

「

者

」

に

改

め

、

同

条

第

四

号

中

「

第

八

条

の

三

第

一

項

又

は

第

二

項

」

を

「

第

八

条

の

三

」

に

改

め

る

。

 

第

十

三

条

の

三

第

四

号

中

「

前

三

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

」

を

「

そ

の

他

」

に

改

め

る

。

 

第

十

三

条

の

四

第

二

項

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。
 

２

 

第

十

三

条

の

二

の

規

定

に

よ

り

前

条

各

号

に

掲

げ

る

業

務

を

指

定

管

理

者

に

行

わ

せ

る

場

合

に

あ

っ

て

は

、

第

五

条

、

第

六

条

、

第

六

条

の

三

、

第

六

条

の

四

、

第

八

条

、

第

十

条

か

ら

第

十

二

条

ま

で

及

び

別

表

四

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

第

五

条

第

一

項

各

号

列

記

以

外

の

部

分

並

び

に

同

条

第

二

項

及

び

第

三

項

、

第

六

条

の

三

、

第

六

条

の

四

第

一

項

た

だ

し

」 
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書

、

第

八

条

、

第

十

一

条

た

だ

し

書

並

び

に

第

十

二

条

中

「

区

長

」

と

あ

る

の

は

「

指

定

管

理

者

」

と

、

第

六

条

の

見

出

し

中

「

占

用

料

」

と

あ

る

の

は

「

利

用

料

金

」

と

、

同

条

中

「

公

園

」

と

あ

る

の

は

「

物

件

を

設

け

な

い

で

公

園

」

と

、

「

占

用

料

を

」

と

あ

る

の

は

「

額

の

範

囲

内

で

、

あ

ら

か

じ

め

区

長

の

承

認

を

得

て

指

定

管

理

者

が

定

め

る

額

を

利

用

料

金

と

し

て

」

と

、

第

六

条

の

四

（

見

出

し

を

含

む

。

）

及

び

別

表

四

中

「

使

用

料

」

と

あ

る

の

は

「

利

用

料

金

」

と

、

同

条

第

一

項

中

「

の

と

お

り

」

と

あ

る

の

は

「

に

定

め

る

額

の

範

囲

内

で

、

あ

ら

か

じ

め

区

長

の

承

認

を

得

て

指

定

管

理

者

が

定

め

る

額

」

と

、

同

項

た

だ

し

書

中

「

回

数

券

使

用

料

」

と

あ

る

の

は

「

あ

ら

か

じ

め

区

長

の

承

認

を

得

て

回

数

券

利

用

料

金

」

と

、

第

十

条

の

見

出

し

、

第

十

一

条

（

見

出

し

を

含

む

。

）

及

び

第

十

二

条

（

見

出

し

を

含

む

。

）

中

「

占

使

用

料

」

と

あ

る

の

は

「

利

用

料

金

」

と

、

第

十

条

第

一

項

中

「

占

用

料

又

は

使

用

料

（

以

下

「

占

使

用

料

」

と

い

う

。

）

」

と

あ

る

の

は

「

利

用

料

金

」

と

読

み

替

え

る

も

の

と

す

る

。

 

 

第

十

四

条

第

一

項

第

二

号

中

「

第

八

条

の

三

第

一

項

又

は

第

二

項

」

を

「

第

八

条

の

三

」

に

 

改

め

る

。

 

 

別

表

二

水

道

管

、

下

水

道

管

、

ガ

ス

管

の

項

中

「

、

ガ

ス

管

」

を

「

及

び

ガ

ス

管

」

に

改

め

、

同

表

変

圧

塔

、

マ

ン

ホ

ー

ル

の

類

の

項

中

「

、

マ

ン

ホ

ー

ル

」

を

「

及

び

マ

ン

ホ

ー

ル

」

に

改

め

、

同

表

郵

便

差

出

箱

、

信

書

便

差

出

箱

の

項

中

「

、

信

書

便

差

出

箱

」

を

「

及

び

信

書

便

差

出

箱

」

に

改

め

、

同

表

そ

の

他

の

占

用

の

項

中

「

、

集

会

」

を

「

又

は

集

会

」

に

改

め

る

。

 

 

別

表

三

総

合

レ

ク

リ

エ

ー

シ

ョ

ン

公

園

の

項

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。
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別

表

三

新

左

近

川

親

水

公

園

の

項

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

  

総

合

レ

ク

リ

エ

ー

 

シ

ョ

ン

公

園

 

パ

ノ

ラ

マ

シ

ャ

ト

ル

 

葛

西

防

災

公

園

駐

車

場
 

葛

西

防

災

公

園

西

葛

西

テ

ニ

ス

コ

ー

ト

 

富

士

公

園

駐

車

場

 

富

士

公

園

バ

ー

ベ

キ

ュ

ー

場

 

フ

ラ

ワ

ー

ガ

ー

デ

ン

駐

車

場

 
虹

の

広

場

駐

車

場

 

な

ぎ

さ

公

園

東

駐

車

場

 

な

ぎ

さ

公

園

北

駐

車

場

 

な

ぎ

さ

公

園

運

動

場

 

な

ぎ

さ

公

園

野

球

場

 

江

戸

川

区

南

葛

西

四

丁

目

九

番

一

号

か

ら

南

葛

西

七

丁

目

三

番

一

号

ま

で

 

江

戸

川

区

西

葛

西

八

丁

目

一

七

番

一

号

 

江

戸

川

区

南

葛

西

六

丁

目

二

三

番

一

号

 

江

戸

川

区

南

葛

西

四

丁

目

九

番

一

号

 

江

戸

川

区

西

葛

西

七

丁

目

二

番

一

号

 

江

戸

川

区

南

葛

西

七

丁

目

三

番

一

号

 

 

新
左
近
川
親
水
公
園 

新
左
近
川
親
水
公
園
駐
車
場 

新
左
近
橋
下
駐
車
場 

江
戸
川
区
臨
海
町
三
丁
目
地
先 

江
戸
川
区
臨
海
町
二
丁
目
地
先 
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別

表

三

備

考

を

削

る

。

 

別

表

四

中

「

第

六

条

の

四

」

の

下

に

「

、

第

十

三

条

の

四

」

を

加

え

、

同

表

㈣

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

㈣ 

  
 

   

付

 

則

 

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

   

（

説

明

）

 

 

総

合

レ

ク

リ

エ

ー

シ

ョ

ン

公

園

等

に

お

け

る

リ

ニ

ュ

ー

ア

ル

事

業

の

実

施

に

伴

い

、

新

左

近

川

親

水

公

園

デ

イ

キ

ャ

ン

プ

場

及

び

フ

ァ

ミ

リ

ー

ス

ポ

ー

ツ

広

場

駐

車

場

に

係

る

規

定

を

削

る

ほ

か

、

規

定

を

整

備

す

る

必

要

が

あ

る

の

で

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。

 
 

 
 

 
 

 
 

 

総

合

レ

ク

リ

エ

ー

シ

ョ

ン

公

園

富

士

公

園

バ

ー

ベ

キ

ュ

ー

場
 

小

松

川

千

本

桜

バ

ー

ベ

キ

ュ

ー

場

 

 

名

称

 

一

区

画

 

単

位

 一

回

 

二

、

一

〇

〇

円

 

使

用

料

 

 


